
船舶事故調査報告書 

令和元年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年５月２７日 １２時３０分ごろ 

発生場所 新潟県上越市名
な

立
だち

漁港 

 鳥ケ首岬灯台から真方位３１１°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３７°１０.４′ 東経１３８°０５.５′） 

事故の概要  押船第十一妙
みょう

高
こう

丸は、起重機船第十新生
しんせい

号と押船列を構成して航

行中、第十新生号が浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年６月１１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十一妙高丸、１９トン 

２９４－２０３３２新潟、相村建設株式会社（Ａ社） 

Ｂ 起重機船 第十新生号、１,１５３トン 

   なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船底外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、消波ブロック約５４０ｔを積

載したＢ船（非自航式、５人乗船）の船尾凹部にＡ船の船首部を結合

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、航行中、予定

針路上に漂泊していた数隻のプレジャーボートを避けようと右転し、

陸岸寄りを航行したところ、Ｂ船が‘名立漁港の水深約２ｍの浅所’

（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

Ｂ船の喫水は、船首尾共に約２.５ｍであった。 

船長Ａは、本件浅所の存在を漠然と知っていたものの、正確な位置

を把握していなかった。 

分析 

 

 Ａ船押船列は、航行中、船長Ａが、本件浅所の正確な位置を把握し

ていない状態で、漂泊していた数隻のプレジャーボートを避けようと

右転し、陸岸寄りを航行したことから、Ｂ船が本件浅所に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が航行中、船長Ａが、本件浅所の正確な位置

を把握していない状態で、漂泊していた数隻のプレジャーボートを避

けようと右転し、陸岸寄りを航行したため、Ｂ船が本件浅所に乗り揚

げたものと考えられる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行予定海域における水路調査を行うとともに、避険線を

設定するなどして浅所域から十分な距離を隔てて航行すること。 

 


